
（ユニット型個室）

（介護報酬の１割）（介護報酬の2割）（介護報酬の3割）

要支援１ 523 5,805円／日 581円／日 1,161円／日 1,742円／日

要支援２ 649 7,203円／日 721円／日 1,441円／日 2,161円／日

要介護１ 696 7,725円／日 773円／日 1,545円／日 2,318円／日

要介護２ 764 8,480円／日 848円／日 1,696円／日 2,544円／日

要介護３ 838 9,301円／日 931円／日 1,861円／日 2,791円／日

要介護４ 908 10,078円／日 1,008円／日 2,016円／日 3,024円／日

要介護５ 976 10,833円／日 1,084円／日 2,167円／日 3,250円／日

送迎加算（片道） 184 2,042円／日 205円／日 409円／日 613円／日

　療養食加算　 8 88円／回 9円／回 18円／回 27円／回

機能訓練指導体制加算 12 133円／日 14円／日 27円／日 40円／日

夜勤職員配置加算Ⅱ※2 18 199円／日 20円／日 40円／日 60円／日

夜勤職員配置加算Ⅳ※2 20 222円／日 23円／日 45円／日 67円／日

若年性認知症利用者受入加算 120 1,332円／日 134円／日 267円／日 400円／日

看護体制加算Ⅰ 4 44円／日 5円／日 9円／日 14円／日

看護体制加算Ⅱ 8 88円／日 9円／日 18円／日 27円／日

看護体制加算Ⅲ１ 12 133円／日 14円／日 27円／日 40円／日

看護体制加算Ⅳ１ 23 255円／日 26円／日 51円／日 77円／日

サービス提供体制強化加算(Ⅰ)イ 22 244円／日 25円／日 49円／日 74円／日

生活機能向上連携加算 200 2,220円／月 222円／月 444円／月 666円／月

医療連携強化加算 58 643円／日 65円／日 129円／日 193円／日

緊急短期入所受入加算 90 999円／日 100円／日 200円／日 300円／日

長期利用者減算 △ 30 △333円／日 △33円／日 △66円／日 △99円／日

介護職員処遇改善加算Ⅰ 83/1000

介護職員等特定処遇加算Ⅰ 27/1000

※1単位＝11.10円(1級地)

※2・・・夜勤職員配置加算Ⅱ　または　夜勤職員配置加算Ⅳのどちらを職員の体制により加算いたします。

実際の利用料金は、費用計算の際に端数処理のためにわずかに異なる場合がございます。

職員の体制により変動する場合もございます。

２.食費　１日　１,８５０円　（朝食　５５０円／昼食　６５０円／夕食　６５０円）

第１・２・３段階の方に関しては、国からの補足給付を受けるものとする。

.３居住費　　１日　２,３９０円

第１・２・３段階の方に関しては、国からの補足給付を受けるものとする。

今後の制度改正等に伴い変動するものとする。

４.理美容代　　　実費

５.教養娯楽費

　新聞代（個人購読の場合）　　実費

　（雑誌、ＢＧＭ、遠足、お誕生会、イベント、各種レクリエーション等につきましては当施設では施設側が

　負担致しますので、利用者のご負担金は必要ありません。）

６.電気代　　　　

　冷蔵庫　11円/日×30日＝  330円/月       　　　　　　　 扇風機　22円/日×30日＝660円/月　　　　

　電気毛布　29円/日×30日＝  870円/月　　　　　　　　　 ラジオ　13円/日×30日＝  390円/月

　アンカ　　　31円/日×30日＝  930円/月                     ポット　 21円/日×30日＝  630円/月

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（消費税込み）

※新型コロナウィルス感染症対応のため特例措置として、令和3年9月末までの間、基本報酬に1％上乗せとなります。

（介護予防短期入所生活介護）

（短期入所生活介護）

基本サービス費と各種加算を足したものに左記の額を乗じた額

利用者負担第２段階 820

利用者負担第３段階

食費

利用者負担第３段階 650

1,310

利用者負担第１段階 300

利用者負担第２段階 390

居住費（滞在費）

負担限度額 ユニット型個室

利用者負担第１段階 820

（介護予防・短期入所生活介護）
利　　用　　料

（介護老人福祉施設　ケアホーム千鳥）

１.施設サービス費についての利用者負担は下表の通りです。

負担限度額 （単位：円/日）

要介護度 単位数 介護報酬
利用者負担

基本サービス費と各種加算を足したものに左記の額を乗じた額


